
指標 

（厚労省提出指標・ＤＰＣ指標）

Process

ICD-10 コード 病名 

C$ 悪性新生物 

薬価基準コード 

上７ケタ 
成分名 

8114003 モルヒネ塩酸塩水和物 

8114004 モルヒネ硫酸塩水和物 

8114005 モルヒネ塩酸塩水和物 

8114401 モルヒネ塩酸塩水和物 

8114402 モルヒネ塩酸塩水和物 

8114700 モルヒネ塩酸塩水和物 

8119002 オキシコドン塩酸塩水和物 

8119400 オキシコドン塩酸塩水和物 

8119500 複方オキシコドン 

8219001 フェンタニルクエン酸塩 

8219400 フェンタニルクエン酸塩 

8219700 フェンタニル 

8219701 フェンタニルクエン酸塩 

8211001 ペチジン塩酸塩 

8211400 ペチジン塩酸塩 

8219002 メサドン塩酸塩 

8219003 タペンタドール塩酸塩 

8219500 ドロペリドール・フェンタニルクエン酸塩 

8219501 ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩 

8219502 ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩 

緩和ケア中がん患者の定量的疼痛評価実施 

・必要データセット：DPC様式１、E/Fファイル 

・分子：分母のうち、定量的疼痛評価を受けた症例 

・分母：18歳以上の、がんの診断を受け、麻薬を処方された症例（手術症例を除く） 

・分子÷分母（単位：パーセント） 

分母の定義 

Ⅰ.解析期間に退院した症例を対象とする 

Ⅱ.このうち、様式１の生年月日、入院日より入院時年齢を求め18歳以上の症例。 

Ⅲ.このうち、がんの診断を受けた症例。 

 主傷病名、入院の契機となった傷病名、医療資源を最も投入した傷病名のいずれかの病名のICD-10コードと

して以下のいずれかが含まれる症例 

41

指標の意義 

指標の定義・算出方法 

 痛みを客観的に評価し、痛みを適切にコントロールするためのプロセス。スケールの種類は問わない。 

 施設基準を満たしていても、麻薬処方に際し計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行わなければ算定で

きない。 

Ⅳ.このうち、麻薬を処方された症例。 

  E/Fファイルの薬剤情報の点数コードのいずれかに、以下のいずれかの薬価基準コードに対応するレセ電コ

ードが含まれる症例 

Ⅴ.このうち、手術の行われた症例は除外する 

 様式1の手術情報1の点数コード欄にコードが記載されている症例は除外する（K920$の入力に関しては除外対

象から外す） 
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指標 

（厚労省提出指標・ＤＰＣ指標）

Process

レセ電コード 診療行為コード 診療行為名 

190028910 A310 緩和ケア病棟入院料 

190028910 A3101 緩和ケア病棟入院料（３０日以内） 

190150510 A3102 緩和ケア病棟入院料（３１日以上６０日以内） 

190150610 A3103 緩和ケア病棟入院料（６１日以上） 

190720710 A3101 緩和ケア病棟入院料（３０日以内）（栄管経過措置） 

190720810 A3102 緩和ケア病棟入院料（３１日以上６０日以内）（栄管経過措置） 

190720910 A3103 緩和ケア病棟入院料（６１日以上）（栄管経過措置） 

レセ電コード 診療行為コード 診療行為名 

113012810 B001-22-1 がん性疼痛緩和指導管理料（緩和ケアに係る研修を受けた保険医） 

113010210 B001-22-2 がん性疼痛緩和指導管理料（上記以外の場合） 

緩和ケア中がん患者の定量的疼痛評価実施 

分母の定義 

Ⅰ.がん性疼痛緩和指導管理料を算定された症例 

E/Fファイルの診療行為の点数コードのいずれかに以下が含まれる症例 

41

測定上の限界・解釈上の注意 

考察 

Ⅵ.このうち、緩和ケア病棟に入院した症例（部分的入院を含む）は除外する 

  E/Fファイルの診療行為の点数コードのいずれかに以下が含まれる症例 

最小値 0 25％値 0  中央値 0  75％値 31.42  最大値 77.17（外れ値100％） 

回答病院 69 

 麻薬使用なしが18施設、麻薬使用はあるが、がん性疼痛緩和指導管理料算定なしの施設が35施設です。75％

値は9％、最大値は23％上昇し、2017年水準にもどったことになります。実施割合の高い5施設が外れ値（81％

～100％）となっていますが、使用症例数は少なく３/月例以下です。緩和ケア病棟を有する17施設のうち7施設

は定量評価なしです。残り10施設の実施割合は3％から88％と大きな開きがあります。半数の5施設が概ね1割以

上の改善となっていますが、全体では25％の実施割合にとどまっています。緩和ケア病棟に転棟した症例は除

外されるため、一般病棟にのみ入院していた患者が評価対象であることから、限られた症例である可能性もあ

ります。一方で緩和ケア病棟のない51施設をみると、過半数の28施設がですが、定量評価を実施している23施

設全体では36％です。緩和ケア病棟の有無にかかわらず、麻薬使用症例数の少ない施設で定量評価の実施割合

が高い傾向がありそうです。主観的な症状を定量評価して他覚化することで、適正量にコントロールすること

が可能となります。改善事例の報告はありませんが、年12例以上で5％以上上昇した施設は10施設ありました。

 当該管理料を算定するには疼痛の適切な評価とともに、緩和ケアに関する研修を受講した医師の配置が必要

である。すなわち当該管理料の算定の有無はストラクチャー的要素に依存する。 

 手術が行われた患者については、手術に伴う疼痛と癌性疼痛の区別が困難なため、一律に除外した緩和ケア

病棟に入院した症例は算定できないため除外した。 
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